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相　
談

お
知
ら
せ

行政相談・人権相談・年金相談（12月）
・行政相談…国の行政機関に関する苦情、要望、意見等
【詳細】山口行政監視行政相談センター
　　　　　　　　　　（☎083-932-1100）
・人権相談…差別、暴行、虐待、セクハラ、パワ

ハラ、  いじめ、体罰、名誉侵害等、人権問題全般
【詳細】山口地方法務局　下関支局 （☎234-4000）
・年金相談…年金に関する事
【詳細】山口県社会保険労務士会、下関支部
　　　　　　　　　　（☎083-923-1720）
■問生活安全課　市民相談所（☎231-3730）

内　容 日 曜 時　間 会　場

行政相談

10 月 10:00～12:00 菊川町総合福祉会館
12 水 13:00～16:00 市役所本庁舎新館5階

13 木 13:00～16:00
長府公民館
川中公民館

18 火 10:00～12:00 豊浦総合支所
20 木 10:00～12:00 豊北保健センター
28 金 10:00～12:00 社会福祉協議会豊田支所

人権相談
6 木 10:00～12:00

小月公民館
勝山公民館

10 月 10:00～12:00 菊川町総合福祉会館
20 木 10:00～12:00 豊北保健センター

年金相談 12 水 13:00～16:00 市役所本庁舎新館5階

　下関市の発展に尽くされた方
が、11月21日（水）に表彰されま
した。表彰された方は次の通り
です。（敬称略・功労別五十音順）

●自治功労　倉田修三（大字吉田）、
三明康佑（長門町）、山本 徹（王
司本町四丁目）
●教育文化功労　粟田 勳（古屋町
二丁目）、垣本登代（長府松小田
本町）、中尾勝典（菊川町大字下
岡枝）
●産業功労　嶋田 雄（岬之町）
●厚生功労　梶山百合夫（大字小
野）、河野博己（彦島山中町二丁目）、
白石かず子（大字田倉）、永山和
彦（山の田本町）、西島智（山陽小
野田市大字鴨庄）、西村喜美枝（古
屋町一丁目）、林 慎（美祢市大嶺

下関市表彰
町東分来福台六丁目）、平山丈二

（向洋町一丁目）、美柑俊雄（西大
坪町）、山口仁史（山の田東町）
●社会事業功労　新本芳男（長門
町）、有馬圭子（富任町四丁目）、
大野玲子（金比羅町）、近藤捷治 

（本町二丁目）、水津孝一（大字小
月町）、田賀武彦（椋野町一丁目）、
田北律彌（関西本町）、中林哲夫

（大字綾羅木）、福田 捷（丸山町四
丁目）、吉水千賀子（宝町）、和田
由貴子（竹崎町三丁目）
●善行表彰　天野紋子（広島県大
竹市玖波二丁目）、一般財団法人
橋元才平翁記念文化財団（竹崎町
四丁目）、内日子ども見守り隊（大
字内日下）、國香文江（長府亀の
甲一丁目）
■問総務部総務課（☎234-2672）

「
ヤ
ン
グ
テ
レ
ホ
ン
下
関
」　　

相
談
窓
口
の
利
用
を

　
青
少
年
の
友
人
・

家
族
・
異
性
関
係
、

ひ
き
こ
も
り
な
ど
の

相
談
に
応
じ
ま
す
。

■対
悩
み
を
持
つ
青
少
年
、
そ
の
保
護
者

な
ど　
■日
平
日
の
午
前
１１
時
～
午
後
７

時（
祝
日
は
除
く
）　

▽
相
談
電
話
＝
☎
２３１-

７
８
３
８（
面
談

は
要
予
約
）　
▽

kisoudan@
city.

shim
onoseki.yam

aguchi.jp

■問
生
涯
学
習
課（
☎
２３１-

７
９
６
８
）

お
知
ら
せ

平
成
３１
年
度
償
却
資
産
の
申
告
を

お
忘
れ
な
く

　
工
場
や
商
店
、
農
業
、
漁
業
な
ど
の

事
業
を
営
ん
で
い
る
方
で
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
、
市
内
に
事
業
用
の
償
却
資

産
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
市
へ
の
申

告
義
務
が
あ
り
ま
す
。
償
却
資
産
申
告

書
の
様
式
一
式
を
１２
月
中
旬
ご
ろ
に
発

送
し
ま
す
の
で
、
早
め
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
申
告
書
の
控
え
が
必
要
な
方

は
あ
ら
か
じ
め
コ
ピ
ー
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
電
子
申
告
シ
ス
テ
ム（ｅエ
ル
タ
ッ
ク
ス

Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
）

か
ら
も
申
告
で
き
ま
す
。

■申
１
月
３１
日（
木
）ま
で
に
、
資
産
税
課
、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課
へ
。

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
８
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２87-

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
766-

２
９
５
３
）

▽
豊
浦（
☎
77２-

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

78２-

１
９
１
８
）

相
続
登
記
は
お
済
み
で
す
か
？

　
土
地
・
家
屋
の
登
記
名
義
人
が
亡
く

な
っ
た
と
き
は
、
法
務
局
に
相
続
登
記

の
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。
相
続
登
記
を

し
な
い
ま
ま
に
す
る
と
、
円
滑
な
不
動

産
取
引
が
で
き
な
く
な
る
だ
け
で
な
く
、

相
続
人
調
査
や
協
議
に
時
間
が
か
か
り
、

登
記
手
続
に
掛
か
る
費
用
や
手
数
料
が

高
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
未
登
記
家
屋
の
名
義
変
更
は
資
産
税

課
家
屋
係（
☎
２３１-
１
４
７
３
）、
各
総
合

支
所
市
民
生
活
課
へ

■問
山
口
地
方
法
務
局
下
関
支
局（
☎
２３4-

４
０
０
０
）、
山
口
県
司
法
書
士
会（
☎

08３-

９２4-

５
２
２
０
）、
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
９
１
８
）、
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

▽
菊
川（
☎
２87-

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎

766-

２
９
５
３
）　
▽
豊
浦（
☎
77２-

４
０

１
２
）　
▽
豊
北（
☎
78２-

１
９
１
８
）

２
０
１
９
年　
下
関
観
光
カ
レ
ン
ダ
ー

を
販
売
し
て
い
ま
す

　
下
関
の
美
し
い
景
観
が
楽
し
め
る
カ

レ
ン
ダ
ー
で
す
。
テ
ー
マ
は「
近
代
日
本

を
生
き
た
下
関
人
の
足
跡-

下
関
人
物
伝
」。

■所
▽
販
売
場
所
＝
下
関
観
光
コ
ン
ベ
ン

シ
ョ
ン
協
会（
海
峡
メ
ッ
セ
下
関
６
階
／

豊
前
田
町
三
丁
目
）、
下
関
駅
・
新
下
関

駅
観
光
案
内
所
、
観
光
政
策
課
、
市
役

所
本
庁
舎
新
館
４
階
売
店
、
道
の
駅（
蛍

街
道
西
ノ
市
、
き
く
が
わ
）、
長
府
観
光

会
館
、
川
棚
温
泉
交
流
セ
ン
タ
ー
な
ど

■料
一
部
５00
円　
※
１00
部
以
上
購
入
の
方

は
事
業
所
名
な
ど
無
料
で
印
刷（
黒
１
色
）

■問
下
関
観
光
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
協
会

�

（
☎
２２３-

１
１
４
４
）

１２
月
の
休
場
日

●
新
下
関
市
場
＝
■日
毎
週
水
・
日
曜
日
、

祝
日　
※
１２
月
２５
日
～
３１
日
は
毎
日
開
場

■問
青
果
市
場
室（
☎
２５6-

０
２
７
７
）

●
唐
戸
市
場
＝
■日
１２
日（
水
）

■問
市
場
流
通
課（
☎
２３１-

１
４
４
０
）

森
林
の
伐
採
は
届
け
出
を

　
県
の
定
め
る
地
域
森
林
計
画
対
象
森

林
の
立
木
を
伐
採
す
る
と
き
は
、
森
林

法
に
基
づ
く
届
け
出
が
必
要
で
す
。
無

断
伐
採
は
１00
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ

ら
れ
ま
す
。

■対
森
林
所
有
者
、
伐
採
の
権
限
を
持
つ

方　
※
伐
採
す
る
人
と
所
有
者
が
違
う

場
合
、
連
名
に
よ
る
届
け
出
が
必
要　

■期
伐
採
を
始
め
る
９0
日
前
～
３0
日
前　

■所
届
出
先
＝
農
林
整
備
課
、
各
総
合
支

所
建
設
農
林
課
・
建
設
農
林
水
産
課　

※
対
象
森
林
は
届
出
先
で
確
認
で
き
、

届
出
書
類
も
配
布
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

【
完
了
後
は
報
告
を
】

　
平
成
２９
年
４
月
１
日
以
降
に
伐
採
届

を
行
っ
た
方
は
、
造
林（
植
栽
・
天
然
更

新
）を
完
了
し
た
日
、
森
林
以
外
の
用
途

に
変
わ
る
場
合
は
伐
採
完
了
後
に
、
森

林
法
に
基
づ
く
報
告
書
の
提
出
が
必
要
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ス
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療
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・
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お
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せ

相　
談

お
知
ら
せ

●海響ドリームナイター好評開催中
●12月２日～８日＝日本財団会長杯争奪準
優進出バトル　●11日～15日＝地域情報新
聞ほっぷ杯　●19日～23日＝スポーツ報知
杯　●12月28日～１月３日＝協同組合下関
ふく連盟杯争奪お正月特選
【イベント】
●ナイターレースを彩るイルミネーション
実施中！　●12月22・23日＝瀬戸内モリア
ゲ物産展　●23日（日）＝報知ドリーム抽選
会　●１月１日（火）＝新春もちまき大会　
●１日～３日＝お絵かきアクアリウム　●
２日（水）＝バスボム作りワークショップ　
●２・３日＝白河雪菜予想会　●３日（木）
＝ぜんざい振る舞い　●ボーノレース下関

（初心者教室）参加者募集＝■日12月23日（日）
午後５時～　■内おいしい食事と初めてのボー
トレースを楽しんで見ませんか　■申12月14
日（金）までにhttp://buono-race.info/から
■共■料入場料＝100円
■問ボートレース下関（☎246-1161）

12月の開催
日程・イベント

　毎週火曜日に低額で銭湯などを利用することができます。
※祝日などの休業日あり
■対市内在住の70歳以上の方　■料施設により異なる　■持住所、
氏名、年齢が確認できる物かいきいきシルバー銭湯デ―利
用者証　※利用者証は各銭湯、長寿支援課で申請
●本庁区域＝▷日乃出温泉（大和町一丁目／☎266-4403）
▷霧島湯（竹崎町二丁目／☎222-7851）　▷えびす湯（今浦
町／☎222-7118）　▷千歳湯（上新地町四丁目／☎223-29 
30）　▷向洋温泉（栄町／☎235-1345）　▷噴泉湯（田中町／
☎222-3717）　▷辨

べんてん

天湯（幸町／☎232-7969）　▷竹の湯（上
田中町八丁目／☎222-8598）　▷だるま湯（安岡駅前一丁
目／☎258-0217）
●豊田町区域＝▷日野温泉いこいの家（豊田町大字日野／
☎766-0906）　▷道の駅　蛍街道西ノ市（☎767-0241）
●豊浦町区域＝▷平田旅館（豊浦町大字宇賀／☎776-0055）
▷ぴーすふる青竜泉（豊浦町大字川棚／☎772-0047）
■問長寿支援課（☎231-1340）、各総合支所市民生活課　
▷豊田（☎766-2687）　▷豊浦（☎772-4020）

いきいきシルバー
デー湯銭●野外焼却は原則禁止

　ごみを庭や空き地などで焼却したり、ドラム缶や違法な焼却
炉（助燃装置がなく、燃焼室が800度以上にならず、煙が漏れる
物など）を利用してごみを焼却したりする行為は、一部例外とな
る焼却を除き、法律で禁止されており、違反者は、個人・法人
を問わず、厳しい処罰を受ける場合があります。違法な野外焼
却は、周辺の生活環境や健康に悪影響を与えますので、行わな
いでください。また、例外となる焼却であっても、煙、すす、
悪臭などが広範囲に影響を与え、近隣住民が迷惑となっている
ときは、焼却が認められない場合があります。周辺の生活環境
や健康への影響も懸念されるため、他の手段でごみを処理する
ことができるときは、焼却を避け、やむを得ず焼却する場合で
も、風向きや時間帯などを考慮し、周辺への配慮をお願いします。
●例外となる焼却
　風俗慣習上（どんど焼きなど）または宗教行事を行うために必
要な廃棄物の焼却、農業、林業または漁業を営むためにやむを
得ないものとして行われる廃棄物の焼却などがあります。ただ
し、家庭ごみなどを混ぜたり、家庭菜園などで生じたりしたご
みの焼却はできません。例外の焼却に該当するかどうかは相談を。
■問廃棄物対策課（☎252-7152）

は禁止います
されてごみの野外焼却

で
す
。
報
告
が
な
い
場
合
は
３0
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

■期
完
了
し
た
日
か
ら
３0
日
以
内

■問
農
林
整
備
課（
☎
２３１-

１
２
５
６
）

中
小
企
業
の
設
備
投
資
を　
　

支
援
し
ま
す
！

　
「
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
」が
施
行

さ
れ
、
２
０
２
１
年
３
月
末
ま
で
に
生

産
性
を
高
め
る
た
め
の
設
備
を
取
得
す

る
場
合
は
、
税
制
な
ど
の
支
援
措
置
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■対
中
小
企
業
者（
資
本
金
額
１
億
円
以
下

の
法
人
、
従
業
員
数
１
０
０
０
人
以
下

の
個
人
事
業
主
等
）で
先
端
設
備
等
導
入

計
画（
労
働
生
産
性
年
平
均
３
㌫
以
上
向

上
）の
認
定
を
受
け
た
者　
■内
▽
支
援
内

容
＝
取
得
設
備
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
を
３
年
間
ゼ
ロ
に
軽
減　
▽
対
象

要
件
＝
下
関
市
内
で
導
入
す
る
設
備
で
、

生
産
、
販
売
活
動
等
の
用
に
直
接
供
さ

れ
、
中
古
資
産
で
な
い
こ
と
。　
▽
対
象

設
備
＝
生
産
性
向
上
に
資
す
る
指
標
が

旧
モ
デ
ル
比
で
年
平
均
１
㌫
以
上
向
上

す
る
次
の
設
備
。
機
械
装
置
、
測
定
工

具
か
検
査
工
具
、
器
具
備
品
、
建
物
付

属
設
備　
■申
直
接
か
郵
送
で
、
申
請
書
、

認
定
経
営
革
新
等
支
援
機
関
に
よ
る
事

前
確
認
書
、
工
業
会
証
明
書
を
産
業
立

地
・
就
業
支
援
課（
〒
7５0-

０
０
０
９
市

内
上
田
中
町
１6
番
３
号
）へ
。

■問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
２３１-

１
３
５
７
）

参
加
し
ま
せ
ん
か　
　
　
　
　

女
性
の
た
め
の
就
職
説
明
会

■日
１２
月
６
日（
木
）午

前
１0
時
～
正
午　
■所
所

海
峡
メ
ッ
セ
下
関（
豊

前
田
町
三
丁
目
）　
■内
女
性
を
応
援
す
る

企
業
が
参
加
す
る
説
明
会
を
開
催
。
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
、
キ
ャ

リ
ア
相
談
ブ
ー
ス
を
設
置
。
事
前
予
約

し
３
社
と
面
談
し
た
方
、
先
着
２0
人
に

は
証
明
写
真
撮
影
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
。

※
託
児
あ
り
、
要
事
前
予
約　
※
詳
細
・

申
し
込
み
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（https://

job083.jp/

）を
確
認

■問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
２３１-

１
３
１
０
）

本
庁
舎
本
館
跡
地
で
の
岩
盤
掘
削
工
事

を
実
施
し
て
い
ま
す

　
現
在
、
市
役
所
本

庁
舎
本
館
の
跡
地
に

て
岩
盤
掘
削
工
事
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

工
事
に
伴
う
騒
音
・
振
動
に
よ
り
来
庁

者
や
近
隣
住
民
の
方
に
は
ご
迷
惑
を
お

掛
け
し
ま
す
が
、
早
期
完
了
に
努
め
ま

す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。

■期
１１
月
上
旬
～
１２
月
下
旬

■問
管
財
課（
☎
２３１-

１
８
６
６
）

退
職
金
づ
く
り
は　
　
　
　
　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
へ

　
国
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
で

安
全
・
確
実
・
有
利
な
退
職
金
制
度
が

手
軽
に
作
れ
ま
す
。

【
制
度
の
特
色
】▽
掛
金
の
一
部
を
国
が

助
成　
▽
掛
金
は
全
額
非
課
税
。
手
数

料
も
不
要　
▽
外
部
積
立
型
な
の
で
管

理
が
簡
単　
▽
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
人

も
加
入
可

■問
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部

�

（
☎
0３-

６
９
０
７-

１
２
３
４
）


